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保護者の皆様

稚内市立稚内中学校長 藤 原 雅 宏

新型コロナウイルス感染症への対応について

立春の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃より、本校の教育推進へのご理解とご支援に感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症新規感染者数については、北海道のみならず全国的に

減少傾向がみられ、北海道においては、感染症対策のレベル分類を「レベル２」から「レ

ベル１」に移行しました。

北海道教育委員会及び稚内市教育委員会からの通知を踏まえ、学校での新型コロナウイ

ルス感染症対策を次のようにします。

保護者の皆様には、これまでも感染拡大防止にお力添えをいただいておりましたが、今

後ともご理解とご協力をお願いします。

なお、不明な点や具体的な対応でのご相談などについては、学校にご連絡ください。

また、北海道教育委員会より、リーフレット「出席停止の取扱いについて」を裏面に印

刷しましたので、参考としてください。

記

○ 基本的な感染症対策

・文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

『学校の新しい生活様式』～」を踏まえた感染症対策（レベル１地域）を行います。

・これまで同様、発熱や風邪症状等の健康観察や手洗い等の手指消毒、換気の徹底、身

体的距離の確保等、基本的な感染症対策を行います。なお、これまでは、マスクの着

用が求められておりましたが、今後は推奨となります。

※合唱など、活動内容によっては、マスクの着用が必須になるため、マスクは必ず持

たせてください。

○ これまでとの主な変更点

・同居する家族に未診断の風邪症状がある際は、出席停止とはならず、登校可能です。

※生徒本人に風邪症状がある際は、これまで同様に自宅療養をお願いします。その際

は、出席停止となり、欠席とはなりません。

・授業や学校行事をはじめとした全ての教育活動においては、換気や身体的距離の確保

等の感染症対策を行った上で、単純に中止や延期することなく、実施を優先して検討

します。

・給食については、席配置の工夫や適切な換気の確保などを行った上で実施するととも

に、給食後の歓談時はマスク着用を推奨します。

・部活動においては、感染症対策を行った上で、実施します。他校との練習試合も同様

とします。

・部活動の大会出場については、大会主催者の感染症対策ガイドラインを踏まえて参加

することとします。また、ガイドラインを遵守することとします。

・部活動大会出場後（市内開催を除く）の３日間程度の休養や検査を求めませんが、１

週間程度の健康観察をお願いします。

○ 今後のマスク着用の取扱いについて

・現在、国において検討中であり、内容が変更になった際にはお知らせします。


